
第５次山口県保健医療計画の改定について

【医療制度改革関連改定分】

１ 改定の趣旨

効率的で質の高い医療サービスが適切に提供される医療提供体制を確立するため、４

疾病５事業に係る医療連携体制の構築に向けて、現行の「第５次山口県保健医療計画」

（計画期間；平成１８年度～２２年度）を改定。

・ ４疾病；がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病

・ ５事業；救急医療、災害時における医療、へき地の医療

周産期医療、小児医療(小児救急医療を含む）

２ 計画期間

平成２０年度から平成２４年度まで

→ 医療費適正化計画など医療制度改革関連諸計画と一体となって推進する必要が

あることから、現行計画の分冊として整理。

３ 改定の概要

（１）改定の考え方

地域の限られた医療資源を有効に活用し、効率的で質の高い医療を実現するため、

４疾病５事業について、医療機能を明らかにし関係する医療機関が連携することによ

り、患者の立場に立った切れ目のない医療を提供する体制を構築。

また、在宅医療の推進を図るため、在宅医療の機能を明らかにし在宅医療連携を

推進。

（２）改定内容

・ 医療機能とそれを満たす医療機関の明確化

・ 連携体制に係るイメージの提示

・ 連携の達成状況を評価する数値目標の設定

・ 山口県における連携体制の取り組み



４ 改定計画における本県の特徴

（１）医療連携体制の構築に必要なきめ細かい内容

○ 初期診療の各部門に地域の診療所名まで記載

○ がんを５つの部位に分類 (胃大腸・肺・乳・子宮・肝臓）

○ 第二次救急医療機関に係る機能をより明確化

○ 救急医療にドクターヘリ導入を明記

○ 在宅医療を担う医療機関名を記載

○ 歯科まで含めた連携（糖尿病・在宅医療等）

（２）医療連携体制構築に向けた具体的な内容

○ 目指すべき医療連携体制のモデルとして構築事例を掲載

５ 改定スケジュール ※平成１９年度・２０年度の２カ年で改定

項 目 平成１９年度 平成２０年度

医療機能とそれを満た 医療機能とそれを満たす
す医療機関の明確化 医療機関の明確化

医療連携体制の構築

脳卒中・急性心筋梗塞 がん・糖尿病・救急医療
（４疾病５事業） へき地医療・周産期医療 災害医療・小児医療

（在 宅 医 療）

連携イメージの提示等

数値目標の設定

在宅医療連携の推進

※ ４疾病５事業及び在宅医療に係る医療機能を満たす医療機関名については、山口

県庁ホームページ（http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a151001/i-keikaku/i-keikakusho.html）

に掲載

６ 医療連携体制構築に向けた今後の取組

今後、この改定計画に基づき、各地域において協議会を設置するなど行政や医療機関

等が相互に協力・連携しながら、地域の医療関係者による自主的な医療連携体制の構築

を推進。



医 療 計 画

○ 地域における医療機能を満たす医療機関の明確化

○ 連携イメージの提示

○ 地域で取り組まれている医療連携体制事例の提示

※ 医療計画をベースに検討

協 議 会

○ 医療機能を満たす医療機関の明確化に基づき、

構築に向け支援 具体的な医療連携体制構築に向けた検討

○ 既に構築された医療連携体制の地域への波及の

可能性等について検討

○ 既存の医療提供体制の見直し・再編成等につい

て検討（集約化・重点化等）

※ 保健所は公的立場から支援
・ 複数の医療機関の調整
・ 予防・介護領域への働きかけ
・ 取り組みの普及啓発 など

地域の実情に応じた自主的な医療連携体制の構築

【本編改定分】

１ 改定の内容

計画終期（現行；平成２２年度まで）を２年間延長し、計画期間を平成１８年度か

ら平成２４年度とする。

２ 改定の理由

医療制度改革関連改定分の計画期間（平成２０年度から平成２４年度）との整合を

図る。

３ 参 考

基準病床数等は変更しない。


